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マイナンバーカード
臨時窓口について
　次のとおり、臨時窓口を開設します。
　マイナンバーカードの受け取りや申請、電子
証明書の更新などの手続きができます。
　なお、臨時窓口はすべて予約制です。
　予約がない場合、窓口は開設しませんのでご
注意ください。

※予約や予約の変更は、事前（直近の役場開庁日まで）に連絡
をお願いします。（当日の予約は受け付けていません。）
※臨時窓口の日時は変更する場合があります。また、日程は朝
日町ホームページにも掲載しています。
※平日は９時～16時15分の間で予約を受け付けています。
※電子証明書の更新には、マイナンバーカードとマイナンバー
カード交付時に設定した暗証番号が必要です。

予約・問い合わせ先
広報・町民課　TEL 377－5653

【休日臨時窓口】
５月24日（日）
９時～13時
（最終の受付は12時45分）
【夜間臨時窓口】
６月４日（木）
16時45分～19時30分
（最終の受付は19時15分）

　身近な相談パートナーである人権擁護委員が、家庭内の悩みご
とやトラブル、いじめや差別などの相談に応じます。相談は無料
で、秘密は固く守られます。
　お気軽にご相談ください。
　また、人権に関する展示等も行いますので是非お越しください。

暮らしの中の人権相談（特設人権相談）と
人権展示を実施します！

問い合わせ先　広報・町民課　TEL 377－5653

〇実 施 日　６月５日（金）
〇実施場所　朝日町教育文化施設
〇費　　用　無料
〇申　　込　不要
〇相 談 員　人権擁護委員
・特設人権相談
　＜開設日＞　10時～12時、13時～15時
　＜会　場＞　朝日町教育文化施設２階　会議室
・人権展示
　＜時　間＞　10時～15時
　＜会　場＞　朝日町教育文化施設１階　ロビー

　人権擁護委員は、地域社会で信頼されており、人格見識が
高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解の
ある人を市町村長が推薦し法務大臣が委嘱した方々です。朝
日町では３名の人権擁護委員が人権擁護活動を行っています。

人権擁護委員とは？

ストーリー
テリング

と　き：５月17日（日）
　　　　11時～11時30分
ところ：朝日町教育文化施設
　　　　２階　視聴覚室
内　容：おじさんのかさ（佐野洋子 作）
　　　　他２話
対　象：静かにお話が聞ける方ならどなた
　　　　でも。

おはなし：ストーリーテリングの会
　　　　　「フォンターナ」
定　員：ありません。気軽に来てください。
申　込：不要

問い合わせ先
あさひライブラリー
TEL 377－6111　絵本をつかわないで、そっと

お話に耳をかたむける会です。

　コンビニ交付システムメンテナンス等のため、下記の日程でコンビニ
における証明書の交付サービスを停止いたします。大変ご迷惑をおかけ
しますが、よろしくお願いいたします。

問い合わせ先　広報・町民課　TEL 377－5653

コンビニ交付サービス利用停止のお知らせ

【停止日時】５月９日（土）～５月10日（日）終日


